
町内清掃のごみの持ち込みについて  

自治会等で取り組んでいただいている町内清掃の際に出るごみの取り扱いについては、次のと

おりとなります。  

 ・持ち込みされる場合は、事前にクリーンセンターまで申請書を提出してください。 

 ⇒「搬入許可申請書」 （クリックしてください） 
 ・持ち込み先は「有馬町不燃物処分場」となります。  

 ● 持込できるごみ  
 ① 燃えるもの  
 ② 草（土、砂を取り除く）  
 ③ 埋められるもの（ガラス、タイル、レンガ、瓦、陶器）  
 ④ 埋められないもの（リサイクルできない空き缶等金属類）  
 ⑤ 資源ごみ  

 ● 持込みできないごみ  
 ① 家電４品目（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機）  
 ② 粗大ごみ（ごみ袋に入らない物は全て）  
 ③ 産業廃棄物 （河川等への不法投棄がある場合は、移動させずにクリーンセンター  
   まで連絡ください）  
 ④ その他（タイヤ、バッテリー、消火器等）  
 

★ 注意事項  
 ・ 有馬不燃物処分場では、係員の指示に従ってください。  

 ・ 草、木類は、できるだけごみ袋に入れないで持ち込んでください。  
 ・ 町内清掃に伴うごみの受け入れですので、産業廃棄物または一般家庭から出た  
       ごみは受け入れできません。  
 ・ 清掃日当日に雨天または何らかの理由で中止される場合は、持ち込み指定時間 
    の３０分前までに不燃物処分場にご連絡ください。  
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